平成２２年７月

大阪府住宅まちづくり部建築振興課

平成２２年７月１日から、宅地建物取引業免許や宅地建物取引主任者に
関する各種申請・届出の受付時間などを変更しました。
	区分
	変更前
	変更後

	受付時間
	□受付時間
午前９：３０　～　午前１１：３０
午後１：００　～　午後４：００
□閲覧時間

午前９：３０　～　正午
午後１：００　～　午後４：３０
	■受付時間・閲覧時間
午前９：３０　～　午後５：００
· 昼休み（正午～午後１時）も受付けを行い、閲覧もできるようになりました。

	法50条２項の届出
	□提出書類
　①宅建業法50条第2項による業務場所等の「届出書」

　②業務場所及び物件の場所を示した「地図」
	■提出書類
①宅建業法50条第2項による業務場所等の「届出書」
※「地図」は、不要になりました。

	主任者証のコピー
	□新規・更新・変更（専任の取引主任者の増員）に係る提出書類

　①有効な主任者証（両面）のコピー
	■新規・更新・変更（専任の取引主任者の増員）に係る提出書類

※主任者証のコピーは、不要になりました。


＜大阪府証紙販売場所＞

・府庁新分館２号館１階に、証紙売場が新設されました（９：００～１８：００）









